
― ― ―

男

女

1 －

2

3

4

5

6

7 □

□ 有 ↓ 下記配偶者欄をご記載ください □ 無 → □ 離婚 □ 未婚 □ 死別 □ その他

（備考）

必要書類 受領済

□ 口座確認書類 □

□ マイナンバー 本人・配偶者・児童 □

□ 離婚関係書類 □

□ 前職場消滅証明書類 □

□ 戸籍の附票 本人・配偶者 □

□ その他（ ） □

□ その他（ ） □

担当者名

私学共済 銀行
信金
農協

支　店

出張所国家公務員共済

生年月日

児 童 手 当 認 定 請 求 書

認定番号

西宮市長宛

【誓約・同意事項】
児童手当の支給要件を審査するため、西宮市が受給者及び配偶者等の必要な所得情報等について、マイナンバー
を利用した情報提供ネットワークシステム等により公簿等の確認を行うことや、必要な資料を他の行政機関等に求める
ことに同意します。公簿等で確認できない場合は、関係書類を提出します。

令和 年 月 日

店番号 口座番号

国民年金
預金種目 普通 口座名義

（カタカナで記入）

請
　
求
　
者

ﾌﾘｶﾞﾅ ①【現住所】 自宅（　　　　　）　　　　　　　－
携帯（　　　　　）　　　　　　　－

氏名

西宮市

個人番号
② 【本年（1月～4月受付は前年）1月1日の所在地または地方税課税住所地】
　（上欄①と異なる場合に記入してください）

　昭和 ・ 平成 ・ 西暦　　　　　　　　　年　　　　　　　　月　　　　　　　日

加
入
し
て
い
る
年
金
等

厚生年金

勤務先名

又は

職　業

受取希望金融機関

未加入

その他 公金受取口座を利用する※上記口座情報の登録は不要です

同居・別居 別居の場合のみ住所記入 海外留学

配
　
偶
　
者

ﾌﾘｶﾞﾅ
配偶者が

公務員である

はい
・

いいえ

配偶者の勤務先
（無職なら無職）

氏名
③【配偶者の現住所】（①と異なる場合に記入してください）

氏　名　（フリガナ） 生年月日 続柄 監督・保護 生計関係

個人番号

生年月日 　昭和 ・ 平成 ・ 西暦　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　日
④【配偶者の１月１日時点の住所 】（②と異なる場合に記入してください）

平成
令和
西暦

　．

平成
令和
西暦

　．
個人番号

平成　・　令和　・　西暦

　　　　年　　　月　　　日

有
・
無

同一
・

維持

同居
・

別居

平成
令和
西暦

　．
個人番号

平成　・　令和　・　西暦

　　　　年　　　月　　　日

有
・
無

同一
・

維持

同居
・

別居

同居
・

別居

児
　
　
　
童

個人番号

平成　・　令和　・　西暦

　　　　年　　　月　　　日

有
・
無

同一
・

維持

平成　・　令和　・　西暦

　　　　年　　　月　　　日

有
・
無

同一
・

維持

平成
令和
西暦

　．
個人番号

同居
・

別居

　   年　   月 人 ,000 円

　令和 　令和

地方公務員共済

受　　付　　印

上記のとおり認定・却下処理及び決定通知してよろしいか。

課長 係長 係 入力

支給開始 手当月額 認定・却下年月日

△△△株式会社

兵庫県△△市△△町△△番△△－△△△号

注意点

① 児童手当・特例給付を受給できる事由が発生し、その日の属する月に申請すれば、翌月分から支給されま
す。
② 事由発生日の翌月に申請する場合は、事由発生日の翌日から起算して１５日以内であれば、

前月に遡ることができます。
例：４月１０日出生 → ４月中に申請すれば５月分から支給。

（月末が閉庁日の場合でも、同月内に申請が必要です）
４月３０日出生 → ５月１５日までに申請すれば５月分から支給。

③ １５日目が閉庁日の場合は、次の開庁日中に申請すれば遡ることができます。郵送の場合は、書類の到着
日を申請日とします。
④ １５日目を経過した後に受付した場合は、受付日の翌月分から支給開始となります。
➄ 必要書類が揃っていない場合でも申請可能です。
⑥ 申請が遅れる事情・可能性がある場合は、期限内にご連絡ください。

相談受付票を発行し、相談日を申請日とすることができます。

必ず、上記「請求者」と同一名義の普通預金口

座を指定してください。公金受取口座を利用す

る場合は☑をしてください。

児童手当は、児童の保護者のうち、原則として

所得が高い方の口座へ振込します。

該当する方を「請求者」としてご記入ください。

３、４に該当する場合は、必ず請求者の共済組合員

証（健康保険証）コピーを添付してください。

それ以外の方は原則として保険証の添付は不要です。

・配偶者には、「受給者の婚姻相手」のほか、

「児童の親で、児童と同一生計の受給者以外の者」を含みます。

・海外にいる場合、住所欄は国名をご記入ください。

請求者と児童が別居している場合は、

「別居監護に関する申立書」

に記入が必要です。
児童が受給者の子である場合は「同一」を、

それ以外の場合は「維持」を選択してください。

西宮 太郎
ニシノミヤ タロウ

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

６ ６ ７

六湛寺町１０番３号

０９０ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊

０７９８ ３５ ３１８９

兵庫県○○市○○町○○番○○－○○○号

株式会社○○○

○ ○ ○

西宮 花子
ニシノミヤ ハナコ

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

○ ９ ２０

西宮 一子
ニシノミヤ イチコ

○ ４ ８
子

西宮 一郎
ニシノミヤ イチロウ

○ １２ ６

子
△△市△△町△△番△△－△△△号



（申立先）西宮市長殿

ふりがな
氏名

ﾆｼﾉﾐﾔ ｲﾁﾛｳ
西宮 一郎

令和 ＊ 年 ＊ 月

ふりがな
氏名

令和 年 月

ふりがな
氏名

令和 年 月

記載内容について上記のとおり相違ありません。
令和 ＊年 ＊月＊＊日 【申立人】 住所 西宮市六湛寺町１０番３号

氏名 西宮 太郎

監護相当・生計費の負担についての確認書

1

平成 年** *

私は、以下に記載する者（注1）について、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費
を負担していること（注2）を下記のとおり申し立てます。
申立てが真正であることの証明を求められた場合は、関係する書類を提出します。
状況等に変更が生じ、監護相当・生計費の負担をしている事実がなくなった場合には、随時変更の申立てを提出しま
す。
注1 18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した者から22歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者
注2 当該者があなたの収入により日常生活上の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合

１．同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている
２．別居しているが、定期的な連絡面会等をしており、監護相当である
３．その他（                          ）

１．生活費（食費、家賃等）
２．学費
３．その他（                   ）

個人番号

**** **** ****

続柄 卒業予定時期通学先（学生のみ）職業等

＊＊大学

住所

月 ** 日

生年月日

西宮市＊＊町＊＊番＊＊号

学生・無職・その他子

2

生年月日 住所

平成 年

個人番号 続柄 職業等 通学先（学生のみ） 卒業予定時期

学生・無職・その他

申立人による生計費の負担の状況（該当するもの全て）申立人による監護相当の状況

月 日

申立人による監護相当の状況 申立人による生計費の負担の状況（該当するもの全て）

１．同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている
２．別居しているが、定期的な連絡面会等をしており、監護相当である
３．その他（                          ）

１．生活費（食費、家賃等）
２．学費
３．その他（                   ）

3

生年月日 住所

平成 年 月 日

個人番号 続柄 職業等 通学先（学生のみ） 卒業予定時期

１．同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている
２．別居しているが、定期的な連絡面会等をしており、監護相当である
３．その他（                          ）

１．生活費（食費、家賃等）
２．学費
３．その他（                   ）

申立人による生計費の負担の状況（該当するもの全て）申立人による監護相当の状況

学生・無職・その他

市外に住民登録がある場合は別途マイナンバー確認

書類の提出が必要です。

大学生相当の子を第３子加算対象者として登録する

場合のみ記入が必要です。

監護相当の状況と生計費負担の状況がどちらも当て

はまる場合のみ大学生相当の子を児童手当加算対象

者として登録できます。

対象が学生以外の場合は、毎年度６月に確認書の提出が必要となります。また、卒業予定時期を過ぎて登録者とする場合も同

様です。その場合は確認書の提出を求める案内がありますので、忘れずにご対応をお願いします。


